
小樽市・半田市・日南市災害時相互応援協定書 

 

これまでに全国運河サミットにより培われてきた交流の実績を踏まえ、更に広く、深い交流を

願い、友愛と相互扶助の精神に基づき、地震等の大規模な災害（以下「災害」という。）時におい

て、被害を受けた市の応急対策及び復旧活動が迅速かつ円滑に遂行されるよう、相互の応援体制

に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、協定市の区域内において災害が発生し、被災者支援等の応急措置の実施が

十分にできない場合における、協定市相互の救援資機材の援助及び被災者支援について、必要

な事項を定めるものとする。 

 

（応援の種類） 

第２条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。ただし、応援は、協定市

の過剰な負担にならない範囲内におけるものとする。 

（１） 被災者の支援に必要な物資及び機材の提供 

（２） 食糧、飲料水その他生活必需品等の物資及びそれらを提供するために必要な機材の提

供 

（３） 被災者を一時収容するために必要な施設の提供 

（４） この協定に基づき実施する応援に必要な職員の派遣 

（５） 災害支援ボランティアのあっせん 

（６） 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項 

 

（応援の要請手続） 

第３条 応援を要請する場合は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等により連絡するととも

に、速やかに文書により通知するものとする。 

（１） 被害の状況 

（２） 前条第１号から第３号までに掲げる応援に要する品目、規格、数量等 

（３） 前条第４号に掲げる応援に要する職員の職種、人数等 

（４） 応援を受ける場所及び集結場所 

（５） 応援を受ける期間 

（６） 前各号に掲げるもののほか、応援を必要とする事項 

 

（応援の実施） 

第４条 応援の要請を受けた協定市は、直ちに必要な応援を可能な範囲で実施するものとする。 

２ 協定市は、応援の要請がない場合であっても、収集した情報等から緊急に応援出動すること

が必要であると認められるときは、自主的な判断に基づき必要な応援を実施するものとする。 

３ 応援の要請を受けた協定市が応援を実施できない場合は、当該要請をした協定市に速やかに

その旨を連絡しなければならない。 

 



（連絡窓口） 

第５条 協定市は、必要な情報等を相互に提供することにより応援の円滑な運営を図るため、あ

らかじめ連絡担当部局を定めるものとする。 

 

（指揮権） 

第６条 応援を行う市の職員が応援に従事するときは、応援を受ける市の災害対策本部長の指揮

に従い行動するものとする。 

 

（応援経費の負担） 

第７条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、原則として

応援を受ける市の負担とする。 

２ 前項の規定によりがたいときは、その都度協定市の間で協議して定めるものとする。 

 

（災害補償等） 

第８条 応援に派遣した職員がその業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補

償については、応援を行う市が負担するものとする。ただし、応援を受ける市において応急治

療する場合の治療費は、応援を受ける市が負担するものとする。 

２ 応援に派遣した職員が、応援を遂行中に第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援を受

ける市への往復途中において生じたものを除き、応援を受ける市がその賠償の責務を負うもの

とする。 

 

（その他） 

第９条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書３通を作成し、協定市長が記名押印のうえ各１通を保

有する。 

 

平成２５年 ３月 １日 

 

            北海道小樽市花園二丁目１２番１号 

            小樽市長  中 松  義 治 

 

 愛知県半田市東洋町二丁目１番地 

  半田市長  榊 原  純 夫 

 

 宮崎県日南市中央通一丁目１番地１ 

  日南市長  谷 口  義 幸 

 

 

  


